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「年収の壁」対策のキャリアアアッ

プ助成金（社会保険適用時処遇

改善コース）が新設されました 

 

厚生労働省は、年収の壁・支援強化パ

ッケージとして、キャリアアップ助成金

（社会保険適用時処遇改善コース）を新

設し、2023 年 10 月 20 日から手続きを開

始しました。 

キャリアアップ計画書を作成した上

で、要件とされる取組みを６か月間継続

した後、２か月以内に申請をします。  

 

◆対象となる労働者 

・2023 年 10 月以降、新たに社会保険の

被保険者の要件を満たす者であること  

・社会保険加入日の６か月前の日以前か

ら継続して雇用されていること  

・社会保険加入日から過去２年以内に同

事業所で社会保険に加入していないこ

と 

 

◆手当等支給メニュー  

事業主が労働者に社会保険を適用さ

せる際に、「社会保険適用促進手当」の支

給等により労働者の収入を増加させる

場合に助成されます。助成額は、労働者

１人あたり中小企業で 10 万円（大企業

は 7.5 万円）が６か月ごとに、３年目ま

での合計で最大 50 万円(大企業は 37.5

万円)支給されます。 

 

【要件となる取組み】  

①  １年目：賃金の 15％以上を追加支給 

②  ２年目：賃金の 15％以上を追加支給

＋３年目以降の取組み  

③  ３年目：賃金の 18％以上を増額 

 

◆労働時間延長メニュー  

 所定労働時間の延長により社会保険

を適用させる場合に、事業主に対して助

成を行うものです。以下の表の①～④の

いずれかの取組みを行った場合に、労働

者１人あたり中小企業で 30 万円（大企

業は 22.5 万円）が支給されます。  

【要件となる取組み】  

①  週所定労働時間を４時間以上延長  

②  週所定労働時間を３時間以上４時間

未満延長＋５％以上の賃金の増額  

③  週所定労働時間を２時間以上３時間

未満延長＋10％以上の賃金の増額 

④  週所定労働時間を１時間以上２時間

未満延長＋15％以上の賃金の増額 

 

◆併用メニュー 

助成額は、下記①で上記の「手当等支

給メニュー」と同じ労働者１人あたり６

か月ごとに 10 万円（大企業 7.5 万円）、

②で労働者１人あたり 30 万円（大企業

は 22.5 万円）が支給されます。  

【要件となる取組み】  

①  １年目：賃金の 15％以上を追加支給 
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